
消防施設等整備事業費補助金交付の流れ（申請～補助金交付まで） 

申請者（自治会、消防分団） 消防課 

①申請 

 ・補助金交付申請書（第 1号様式） 

 【添付書類】 

 ・補助事業計画書 

・見積り（写し）2社以上 

・現場地図 

 ・現状写真 

 ・交付先自治会の決算書等（写し） 

 

 

②交付決定通知を受理 

 

③事業を実施 

 ホース収納箱の更新など 

 

④事業完了後、実績報告書を提出 

 ・実績報告書（第 7号様式） 

 【添付書類】 

・領収書（写し） 

・完成写真 

 

⑤補助金等交付額確定通知書を受理 

 

⑥補助金等交付請求書（第９号様式） 

 を提出し、補助金を請求 

 

 

 

書類審査（交付決定） 

 

 

 

 

 

 

補助金等交付決定通知（第 3号様式） 

 

 

 

 

 

 

書類審査（補助金額確定） 

 

 

 

補助金等交付額確定通知書 

（第８号様式） 

 

補助金の振込み 

 

 

（注意事項） 

 ・補助金交付を受けるためには、事前申請が必要です。事業実施後に申請いただいた場合は、

補助金交付の対象外となりますので、必ず事業実施前に申請してください。 

 ・交付決定通知を受理後、事業内容を変更する場合は、事業を実施する前に計画変更承認申請

書を消防課へ提出してください。 

 ・予算の範囲内で随時補助金交付決定を行います。予算の執行状況により、補助金の交付対象

事業であっても、交付できない場合がありますので御了承ください。 
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